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6305.33 １．ポリエチレン製のもの（重量が１平方メートルにつき 100グラム以下の織物類から

製造したもの）  

 

本細分には、ポリエチレン製の比較的薄手のストリップ（フラットヤーン）を織り、縫製し、

袋状にしたものが含まれる。  

本品は、主として、土木現場等で、土をつめて土のうとして用いられる「土のう袋」や農作業

において使用される袋等である。  

（注）織物の両面をプラスチックで塗布し又は被覆したものを袋としたものは、本細分には分類

されない。  

 

 

6307.90 １．Damper felt in strip  

 

本品は、横断面が正三角形（１辺の長さ 1.1センチメートル）の棒状（長さ 70センチメートル）

のフェルトであり、厚さ 1.1 センチメートル、幅 70センチメートルの長尺のフェルトから参考図

のように切り出して作ったものである。  

本品は、所定の長さ（２センチメートルから４センチメートルまで）に切断し、ピアノの中音

用ダンパー（減音器）に取り付けて使用される。  

第 11部の注７（ａ）の規定により、同部において「製品にしたもの」に含めないこととされて

いる織物類は、単に長方形（正方形を含む。）に裁断したシート状のものをいうものと解される。

本品は、シート状の長尺のフェルトを切ることにより得られた物品であるが、すでにシート状で

はなく三角柱状になっているので、前記の単に長方形（正方形を含む。）に裁断した織物類には該

当しない。また、本品は、これを単に短く切断することによりそのままピアノのダンパーに取り

付けられるようにした物品であるので、製品の性格を有しているものと認められる。  

したがって、本品は、フェルト製品として本号に属する。  

 

参考図 Damper felt in strip  
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6307.90 ２．Ｐ．Ｖ．Ｃ．製 car cushion  

 

本品は、自動車の座席に置いて通風をよくするために使用される物品であり、通常のいすの座

と背もたれに相当する二つの部分から成る。両部は、ともに卑金属製の枠にポリ塩化ビニル製の

細長い材料を網状に組んで張ったものであり、互いに連結されているが、本品自体でその角度を

固定することはできない。当該材料の横断面は弓形で、その弦の長さは 3.2 ミリメートル、弦の

中点から弧までの距離は 0.7ミリメートルである。  

本品は、自動車の座席の上に置いて使用され、かつ、座部と背もたれ部とは、相互の角度を自

ら固定できないので、第 94.01項のいすその他の腰掛けには該当しない。  

本品は、人造プラスチック製の細長い材料により作られた製品と認められ、当該材料は、その

形状及び寸法から、第 5404.90 号に該当する合成繊維のストリップと認められる。したがって、

これを組んで作った本品は、第 63類の注１の「紡織用繊維の織物類を製品にしたもの」に該当す

るので、紡織用繊維のその他の製品として本号に属する。 

 

 

6307.90 ３．N95 マスク（米国国立労働安全衛生研究所の認証を受けたものに限る。） 

 

輸出統計品目表及び輸入統計品目表第 6307.90号において、「N95マスク（米国国立労働安全衛

生研究所の認証を受けたものに限る。）」（以下「N95 マスク」という。）には、米国国立労働安全

衛生研究所から N95 マスクとしての認証を受け、米国国立労働安全衛生研究所の認証番号が表示

されているマスクを分類する。 

N95 マスクは、家庭用マスクに比べて、密閉性やフィルター部の捕集効率が高く、日本では主

に、医療機関等において、病原体を含んだ飛沫核が着用者の鼻や口から吸入されることを防止す

るために使用される。 

 

外観例 
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文字部拡大 

    

＊認証番号は一例である。 


